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政策会議付議事案書（平成２９年８月２２日） 

提案課名  都市政策課 

報告者名  小谷 幹夫 

事案名 「秦野市都市計画公園・緑地見直し計画」の策定について 

    有 

資料 

    無 

目
的･

必
要
性 

事業に着手していない未整備の都市計画施設（道路、公園等）の区域内において

は、個人の土地利用に際して都市計画法第５３条の建築制限が課せられます。 

都市計画を定めたものの事業時期が未定の都市計画施設（長期未着手施設）につ

いては、長期にわたる建築制限が発生し、近年の行政訴訟の判例においても都市計

画の見直しが求められ、国土交通省が定める都市計画運用指針においても適時適切

な都市計画の見直しに関する考えが示されています。 

このような潮流を受け、都市計画道路については、神奈川県において平成１８年

３月に見直しのガイドラインが策定され、本市においても平成２６年３月に「秦野

市都市計画道路見直し計画」を策定しました。 

都市計画公園についても、神奈川県においては平成２７年３月に見直しのガイド

ラインが策定され、長期未着手公園を抱える県内自治体には、県から今年度末まで

の見直し計画策定が求められています。 

以上より、本市においても都市計画決定から６０年以上を経過しているものの、

いまだに都市計画公園として整備していない「弘法山公園」を対象に「秦野市都市

計画公園・緑地見直し計画」の策定に着手するものです。 

 

経
過

・
検
討
結
果 

１ 弘法山公園に関する経過 

 昭和２５年３月３１日 弘法山公園を都市計画決定（秦野町／建設大臣） 

 昭和３５年５月 ２日 県立丹沢大山自然公園特別地域に指定（自然公園法） 

 平成２７年７月２８日 政策会議で、弘法山公園の都市計画を廃止する方向性を

決定 

２ 公園見直し計画に関する経過 

 平成２４、２５年度 県が都市計画公園等の整備状況に係る状況調査実施 

 平成２６年度    県が「都市計画公園・緑地見直しのガイドライン」策定 

 平成２７年度    県から長期未着手公園等を有する自治体に対して、平成 

２８～２９年度を見直し計画策定期間として方針が示され

る。 

議題 ○ 
議題 １ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

 「秦野市都市計画公園・緑地見直し計画」に係る策定方針を定め、計画の策

定に着手すること。 

  →現在の弘法山公園をカルチャーパークのような営造物公園として整備する可

能性はなく、現状の土地利用を維持する地域性公園（自然公園）として保全

したままでは、総合公園として位置づけられた都市計画においては、いつま

でも未整備の公園として取り扱われます。このような整備予定のない都市計

画施設について、実態に即した都市計画の見直しを行うに際して、公園見直

し計画を基本計画として定め、今後の都市計画の取扱いについて方向性を示

す必要があることから、見直し計画の策定方針を別紙のとおり定めるもので

す。 

 

 

今
後
の
取
扱
い 

・素案の取りまとめ（9月末まで） 

・部長会議で素案の説明（10/6） 

・議員連絡会で素案の説明（10/16） 

・素案についてパブリックコメントの実施（10/23～11/22） 

・原案について秦野市都市計画審議会へ諮問・答申（12/22） 

・計画策定（1月以降）及び公表 

→別紙 スケジュール参照 

 

 

※見直し計画の策定により弘法山公園の都市計画が直ちに廃止されるわけではな

い（この見直し計画に基づき別途都市計画を廃止する手続きを行う必要があ

る）。 

 

 



 

「秦野市都市計画公園・緑地見直し計画」に係る策定方針について 

 

 

１ 計画の策定方針について 

都市計画を定めてから長期（２０年以上）を経ているにもかかわらず、事業

着手にいたっていない都市計画公園・緑地について、整備の目途が立たないな

かで長期間にわたる計画地内の都市計画制限（私権の制限）の負担低減や、行

政計画の整合及び適切な土地利用の指導を行うため、本計画を定め、今後の都

市計画の見直しに際しての基本計画とする。 

なお、現在における本市の長期未着手の都市計画公園は総合公園として位置

付けられている「弘法山公園」のみであるため、本計画においても、弘法山公

園を見直し対象公園として計画を策定する。 

 

【参考】計画の記載事項について 

 見直し計画に記載する事項は次のとおりとする。 

 
１ 本計画の位置付け 

２ 都市計画公園・緑地とは 

（１）都市計画公園・緑地の機能 

（２）都市計画公園・緑地の種類 

３ 本市の現状 

（１）都市計画公園・緑地の都市計画決定状況 

（２）都市計画公園・緑地の整備状況 

（３）市民一人当たりの都市公園面積 

４ 都市計画公園・緑地の見直し 

（１）社会情勢の変化 

（２）都市計画法に基づく建築制限の長期化 

（３）都市計画公園・緑地の見直しとは 

（４）都市計画運用指針の改正 

（５）都市計画公園・緑地見直しのガイドラインの策定 

５ 見直しの基本的な考え方及び手順 

（１）見直しの基本的な考え方 

（２）見直し対象 

（３）見直しの手順 

６ 今後の進め方 

平成２９年８月２２日 

都 市 政 策 課 作 成 

資料 



秦野市都市計画公園・緑地の見直し計画 作成スケジュール 平成２９年８月２２日 都市政策課作成

H29 H30

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

県

市

議会

住民

8/22
政策会議
方針決定 10/6

部長会

10/16
議員
連絡会

素案作成
庁内各課
意見照会

10/23-11/22
パブコメ

10/15
広報
はだの

11/29
パブコメ結果
議員投込

12/13
議員
意見
締切

12/22
都計審
諮問・答申

10/10
都計審
素案説明

1月以降
市長決裁
／公表

策定準備

勉強会など

第５回
連絡
調整
会議

（状況確認）

第６回
連絡
調整
会議

（結果整理）

※必要に応じて都決変更

参考



 

- 1 - 
 

政策会議付議事案書（平成２９年８月２２日） 

提案課名 教育総務課、教育研究所 

報告者名 宇佐美高明 佐藤 直樹 

事案名 
上幼稚園の旧園舎を「訪問型個別支援事業」の拠点として活用するこ

とについて 

    有 

資料 

    無 

目
的

・
必
要
性 

近年、通常級に在籍する発達に特性のある児童生徒が、集団生活に適応できない

ために生じる人間関係のトラブルから不登校に陥るケースが増えています。 

本市の不登校対策は、これまで「教育支援教室いずみ（以下「いずみ」とい

う。）」を中心に行ってきましたが、いずみが「小集団活動を通した支援」を行う

のに対し、発達に特性のある児童生徒は、小集団活動ができないことから、いずみ

に入所できず、自宅から外出できないという状況に陥るケースが増加しています。 

このようなことから、発達に特性のある児童生徒に対する不登校対策として、小

集団活動を行う前段階としての「小集団活動へ適応するための訪問型個別支援」を

行うための施設を設置し、学校復帰を目指して不登校対策の強化を図る必要があり

ます。 

現在、上公民館などを活用し、訪問型個別支援を行っていますが、活動が公民館

の予約が取れた時のみに限られ、効果的な支援につながらない側面があるため、い

つでも利用できる訪問型個別支援の拠点の整備が急務となっています。 

 

経
過

・
検
討
結
果 

【経過】 

・平成７年度    教育支援教室「いずみ」の開設 

・平成１９年度   小学校巡回教育相談事業の開始 

・平成２３年度   自立支援教室事業の開始 

・平成２８年１月  「公立幼稚園運営・配置実施計画」の策定により、上幼稚園

を移転し、上小学校と施設の一体化を図ることを決定 

・平成２８年４月～ 教育委員会において、上幼稚園の旧園舎の活用方法について

の検討を開始 

・平成２８年１２月 全庁的に上幼稚園跡地の利用希望調査を実施 

           → 活用希望なし 

・平成２９年４月  文部科学省から「教育支援体制整備事業補助金」の内定を受

ける。 

 

議題 ○ 
議題 ２ 

訪問型個別支援の展開 
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経
過

・
検
討
結
果 

【検討結果】 

豊かな自然に恵まれ、人の動きも少なく、落ち着いた環境である上地区が、発達

に特性のある児童生徒が学習に集中するのに最適な場所であることから、個々の児

童の生徒の状況に応じたきめ細かな支援を行うため、「個別支援」と「小集団活動

への適応」の２段階の訪問型個別支援を行う拠点として、上幼稚園の旧園舎を活用

し、発達に特性のある児童生徒の学校復帰を目指した不登校対策の強化を図りた

い。 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

発達に特性のある児童生徒の訪問型個別支援事業の拠点施設として、上幼稚園の

旧園舎を活用すること。 

今
後
の
取
扱
い 

平成２９年８月～ 上幼稚園旧園舎の活用方法について地域への説明の実施 

９月  文部科学省からの「教育支援体制整備事業補助金」の交付決定 

    １０月  発達に特性のある児童生徒を対象とした訪問型個別支援事業の

試行的実施 

平成３０年４月  同事業の本格的実施 
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発達発達発達発達にににに特性特性特性特性のあるのあるのあるのある不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒にににに対対対対するするするする支援支援支援支援    

（（（（訪問型訪問型訪問型訪問型個別個別個別個別支援支援支援支援））））のののの概要概要概要概要についてについてについてについて    

 

１ 市内小中学校における不登校の現状（平成 28 年度） 

 

  不登校児童生徒数  １７６人（小学校 32 人 中学校 144 人） 

  （90 日以上の欠席）   ⇒対平成 24 年度比 25.7％（36 人）増 

  長期欠席者数    １１６人（小学校 21 人 中学校 95 人） 

  （30 日以上 90 日未満の欠席） 

    計       ２９２人 

 

 

 

                訪 問 型 個 別 支 援 の 対 象 者  

 

２ 訪問型個別支援による現在の対応 

  反社会的な行動を繰り返す児童生徒のへの支援としてスタートした「自立

支援教室事業」を活用し、個別の訪問型支援を実施している。 

支援内容 

指導員が不登校児童生徒の自宅を訪問し、互いの関係性を

築きながら、公民館等において、個々の状況に応じた社会性

を養うための活動を実施 

支援体制 

・指導員は原則２名を１チームとして、不登校児童生徒１名

に対して支援 

・指導員の登録数 １０人 

・編成チーム数   ３チーム 

・支援数      ５ケース 

 

３ 課 題 

 ・自宅から出られない児童生徒の多くは、発達に特性のある児童生徒である

が、彼らは、常に同じ環境でないと支援が難しいという特性がある。しか

し、現在は支援の拠点がなく公民館を転々として活動しているため、同じ

環境を確保することが課題となっている。 

 ・現在の指導員の登録数からすれば５チームの編成が可能であるが、活動場

所がないため、３チームしか稼働できない状況である。 

  

※うち、自宅から出られず適切な支援が受けられて 

いない児童生徒数 ４３人 

⇒ 支援活動の拠点となる施設が必要 

資料資料資料資料    
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４ 運営イメージ図 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 心理的要因から学級集団への

適応に不安感の強い子ども 

・もともと教育支援教室「いずみ」

が支援対象としていたタイプ 

・小集団での小集団での小集団での小集団での活動は可能活動は可能活動は可能活動は可能 

不登校不登校不登校不登校がががが課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒    

② アスペルガー症候群やＡＤＨＤ

等発達に特性のある子ども 

・「いずみ」の支援対象外の新しい 

タイプ 

・小集団での活動に適応できない小集団での活動に適応できない小集団での活動に適応できない小集団での活動に適応できない 

周囲からの刺激を受けない個別空間での支援が必要 

 

○想定児童数：最大２５人 

○支 援 内 容：小集団活動への適応に向けた訪問型の個別支援 

○支 援 体 制：統括リーダー１人（退職校長等の起用（特定職員）） 

指 導 員１０人（現在の登録支援員を活用） 

→５チーム編成し、週５日稼働させる。 

 

上上上上幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの旧旧旧旧園舎園舎園舎園舎をををを活用活用活用活用したしたしたした「「「「訪問型訪問型訪問型訪問型個別個別個別個別支援支援支援支援のののの拠点拠点拠点拠点」」」」整備整備整備整備    

在 籍 校 へ の 復 帰 いずみでの小集団活動への適応訓練 

心理的・情緒的に不安定な子ども 発達発達発達発達にににに特性特性特性特性のあるのあるのあるのある子子子子どもどもどもども    

２種類のタイプの不登校児童生徒が混在＝問題点 

※同じ不登校であっても支援方法が異なるため、 

「いずみ」で対応することに無理が生じてきている。 



 

 

政策会議付議事案書（平成２９年８月２２日） 

提案課名 教育総務課  

報告者名 宇佐美 高明 

事案名 大根幼稚園を大根小学校の施設に一体化させることについて 

    有 

資料 

    無 

目
的

・
必
要
性 

平成２９年度の大根幼稚園の園児数が５７名、各学年１学級となったことに加

え、大根小学校区域内のこどもの数が減少傾向にあり、今後も園児数が減少するこ

とが見込まれることから、幼児教育上必要な集団性を確保するため、「秦野市公立

幼稚園運営・配置実施計画」に基づき、大根幼稚園の今後のあり方を検討し、方向

性を決定する必要があります。 

経
過

・
検
討
結
果 

経過 

 平成２８年１月 「秦野市公立幼稚園運営・配置実施計画」の策定 

※この計画において、今後５年間の方向性として、「１学年

１学級となるか、２学級であっても１学級の人数が２５人

を下回る状況が続くことが見込まれる場合は、施設統合や

こども園化を含めた民間法人への移行を検討する」という

基本方針を定めました。 

      ４月 年少児が１学級となり、全体で３学級となる。 

 平成２９年４月 年少児、年長児ともに１学級となったことを受け、今後のあり

方についての検討を開始   

検討結果 

通園区域内の幼児数の減少及び施設の老朽化が進行する中で、これまで取り組ん

できた幼小中一貫教育のさらなる推進と小１プロブレムの解消に向け、幼小の滑ら

かな接続を図り、より良い教育環境づくりを推進することを目的として、大根幼稚

園を大根小学校内に移転し、施設の一体化を図ることとします。 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

 少子化及び施設の老朽化が進行する中で、これまで取り組んできた幼小中一貫教

育をより一層推進するため、平成３１年度中の施設一体化を目標に大根幼稚園と大

根小学校の施設の一体化を図ること。 

今
後
の
取
扱
い 

政策会議の決定を踏まえ、学校、地域、地権者等との協議・調整を順次進めま

す。（スケジュール案は別紙  資料 のとおり） 

 

議題 ○ 
議題３ 



資料

8月 9月 10月 11月 12月 1月～3月 4月～6月 7月～９月 10月～12月 1月～3月

教
育
総
務
課

作
業
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル

31年度

３０年度

全
体
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル

庁
議
等

政
策

会
議

教
委

会
議

大大大大
根根根根
小小小小
学学学学
校校校校
とととと
のののの
一一一一
体体体体
化化化化

内部検討会による一体化に向けた検討

一体化に向けた改修

施設一体化の方針（8/22）

関係条例改正

（10月）

内部検討会の設置

（教育総務課、学校教育課、教育指導課）

施設一体化の方針（8/25）

施設一体化検討会による一体化に向けた検討

施設一体化検討会の設置

（教育総務課、学校教育課、教育指導課、

小学校、幼稚園、地域・保護者代表）

方
針
決
定
（政
策
会
議
）

施設一体化検討会による一体化に向けた検討

施設改修に係る予算要求

必要に応じて、説明会の実施

一体化に向けた改修

施設一体化に向けた詳細の調整

・小学校、幼稚園との協議、調整

・配置に係る詳細の検討・協議

・給食実施に係る調整

・ポケット２１等の移転の検討（こども健康部）

など

関係者への説明会の実施

※上から順に説明

・大根小学校及び大根幼稚園教

諭

・各小中学校長及び各幼稚園長

・正副議長及び地元議員

・議員連絡会

・自治会長

・幼稚園保護者

・小学校保護者

施
設
一
体
化
に
伴
う
配
置
可
能
性
の
検
討
・
協
議


